
主要重点施策の実施状況等

～ 令和3年度 第２回岩手地方労働審議会資料 ～

４ 広報の取組みについて 3３

令和３年度

注）１ 表の左肩の丸で囲んだ数字は、「令和3年度行政運営方針」の該当ページを表す。

注）２ 特にことわりのない場合は令和４年１月末現在の数値。
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１ コロナ禍における雇用支援

令和３年度における実施状況

１ 雇用の維持・継続に向けた支援 Ｐ8

2

雇用調整助成金等の支給

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮

小を余儀なくされた事業主を対象とした雇用調整助成金
等の特例措置（助成率、上限額の引き上げ）を実施して
おり、継続した周知により、多くの事業所が活用し雇用
の維持が図られている。

○ 雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金については、新型コロナ感染拡大に伴い特例措置を延長する都度、マスコミを対
象とした記者懇談会や局ＨＰへの掲載等による周知を行い広く活用を促している。支給件数は、４月～１月分で14,768
件（前年同期14,898件、0.9%減)と概ね同数値となっている。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した労働者

のうち、休業手当の支払いがなかった方に対する支援金等の
周知を行い、利用促進を図っている。

○ 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給件数は、４月～１月分で6,058件となり、令和２年度分（3,137件）
の193.1％となっている。

令和３年４月～令和４年1月 支給状況

雇用調整助成金 11,828件 ９４億円

緊急雇用安定助成金 2,940件 ４億円
※支給金額は、各月の最終金曜日に集計

令和３年４月～令和４年1月 支給状況

休業支援金・給付金 6,058件 ４億円

(件)

令和３年４月～令和４年１月 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金支給状況

(件)(百万円)

令和３年４月～令和４年１月 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金支給状況
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希望する自治体において、国が行う無料職業紹介
等と自治体が行う業務を一体的に実施

１ コロナ禍における雇用支援

令和３年度における実施状況

２ 業種・職種を超えた再就職等の促進 Ｐ8～10

3

（２）成長企業等への再就職支援、在職型出向による雇用維持や
企業の合理化等への対応

（３）業種・職種や地域を超えた再就職等を促進する岩手県の取
組を支援

（４）「雇用対策協定」による地方自治体との連携

「雇用シェア（在籍型出向）」の推進のため、岩手県在籍型出向等
支援協議会を設置し、産業雇用安定センター等の関係機関との連携を
図っている。

岩手県が受託した「地域活性化雇用創造プロジェクト」をより効果
的なものとするよう岩手県生産性向上と設計開発力強化による新規参
入事業推進協議会等に参加している。

地域における労働政策を効果的に実施するため、雇用対策協定を岩
手県(H26.3)並びに北上市(H28.3)と締結している。また、一体的実
施事業は、岩手県(H24.3)と盛岡市(H25.9)と協定し運営している。

岩手県との一体的実施事業実施状況(R3.4～R4.1)

（１）職業訓練を通じた職業スキルや知識の習得等 公的職業訓練における受講者数の状況

新型コロナウイルス感染症により雇用への影響が長期化する中、求
職者に対して職業訓練による再就職のための支援等を行っている。

(1)ハローワーク（コロナ対応ステップアップ相談窓口）における周知の他、局HP及びTwitter、FacebookなどSNSによる周

知を図ることにより、公的職業訓練受講者は1,671人、対前年同月比5.3％増加。

(2)岩手県在籍型出向等支援協議会開催(第1回6/14、第2回1/18)の他、毎月産業雇用安定センターとの連絡会議を実施。

(3)岩手県生産性向上と設計開発力強化による新規参入事業推進協議会協議会(8/3)、運営会議(9/7）に参加。

(4)北上市雇用対策協定運営協議会(4/27)を開催し、岩手県とは、雇用対策協定及び一体的実施事業とも協議会開催を見送り

書面審査により運営計画等を策定した。

一体的実施事業とは･･･

県央総合就業支援拠点 県南総合就業支援拠点

令和2年度
（4月～1月）

令和3年度
（4月～1月）

対前年
同月比

公共職業訓練 1,384人 1,393人 ＋0.7%

求職者支援訓練 203人 278人 ＋36.9%

合 計 1,587人 1,671人 ＋5.3%

1,950 

784 

2,927 

774 

新規求職者 就職件数

目標

実績 335 

135 

512 

207 

新規求職者 就職件数

目標
実績



１ コロナ禍における雇用支援

３ 非正規雇用労働者やシングルマザーなど社会的弱者に対する支援 Ｐ10～11

（１）就職支援ナビゲーターによる非正規雇用労働者
の状況に応じたきめ細かな担当者制支援等

（４）ハローワークにおける生活困窮者等の就労支援

ア 生活保護受給者等を含めた生活困窮者の就労支援の実施
イ 児童扶養手当受給者に対し、自治体とハローワークで連携

しマザーズコーナーにて個別支援を実施。

盛岡市との連携による常設窓口の設置 福祉事務所等との連携

（２）シングルマザーに対する支援

ア マザーズコーナーにおける支援

イ 地方自治体等との緊密な連携

生活保護や住宅確保給付金、生活福祉資金貸付等の
生活支援策説明 実施機関への誘導

県内５カ所（盛岡・宮古・一関・水沢・北上）のハローワーク
に設置。
〇キッズコーナーを併設 利用しやすい環境
〇就職実現プランを策定して、きめ細かな個別支援を実施

・就職支援の強化

ハローワークに就職支援ナビゲーターを配置し、個別担当
者制による求職者の態様に応じた体系的かつ計画的な一貫
した就職支援を実施。

ア 安易な「派遣契約の中途解除」や「派遣労働者の解雇」の
防止

（３）派遣労働者への就労支援

イ 派遣労働者相談窓口（令和２年５月設置）での助言・援助

派遣元事業主及び派遣先への周知啓発（雇用維持要請）

令和３年度における実施状況

○若年フリーターや就職氷河期世代求職者等への支援について、正社員就職に向けた企業説明会、相談会を実施。求職者に対しては、個別
（チーム）支援による職業相談を行うことで、求職者の課題解決を図り、求職者の態様に併せた各種セミナーを実施する等、正社員就職達成
のための多様な支援メニューを実施。
○「出張ハローワーク！ひとり親全力サポートキャンペーン」を県内８安定所管内で実施。
〇Twitter、LINEを活用し、県内ハローワークマザーズコーナーから多様な情報を発信することで、子育て求職者を支援。
○派遣労働者の雇用維持を図るため、県内の派遣元事業主63社に対して雇用維持要請を実施。
○派遣元事業所及び派遣先への定期指導において、安易な派遣契約の中途解除を行わないよう周知啓発の実施。

4

非正規労働者支援における各事業の就職件数

4～6月 7～9月 10～12月 1月 計

378 349 347 115 1,189

324 294 305 95 1,018

702 643 652 210 2,207

雇用形態：常用的フルタイムおよび正社員

マザーズコーナー職業紹介状況（令和4年1月末現在）

新規求職

申込件数
就職者数 就職率

登録者数 1,915 827 43.2

うち重点支援者数 845 794 94.0

2021年度四半期別

若年フリーター等

（34歳以下）

氷河期世代求職者

（35～54歳）

総計



１ コロナ禍における雇用支援

令和３年度における実施状況

〇就職ガイダンス、各種セミナー等の開催 131回 5,827人参加（令和4年1月末時点）

コロナ禍の状況下でオンラインの活用による柔軟な対応など、効果的な支援を実施
○フリーターへの就職支援で、1,189名正社員就職 （令和4年1月末時点）

○サポステ事業 総利用者6,819人、就職者数122名 （令和3年12月末時点）

○ユースエール認定企業（全15社）の広報用冊子の作成とＰＲ動画（対象8社）配信サービスの実施
・冊子内容を大幅に刷新しユースエール制度のメリット紹介、先輩就職者インタビュー等掲載
・ユースエール認定企業ＰＲ動画を「若者雇用促進総合サイト」と「岩手労働局ＨＰ」にて配信開始

４ 新規学卒者をはじめ若者に対する就職支援 Ｐ11～12

5

②「新卒応援ハローワーク」の積極的な利用の促進
（You Tube動画での広報活動の実施）

（１）新規学卒者等への就職支援 （２）フリーターへの就職支援

（３）若年無業者等への就職支援

■サポステにおける取扱い状況（令和３年12月末現在）

（※）雇用保険被保険者
となることが見込ま
れる就職及び公的職
業訓練スキームへの
移行者を含む。

実績

新規登録者数 186人

総利用者数 6,819人

相談件数 4,277件

就職者数（※） 122人

新卒応援HWによるマッチング支援

ユースエール認定制度等の活用を
図り企業の情報発信力を強化しな
がら、若者が抱える問題の克服を
集団指導セミナーや個別相談を行
い総合的なマッチング支援を実施

①学校等との連携強化

就職支援ナビゲーターによる学校訪問による出張相談

（新卒応援ハローワーク実績 新卒応援ハローワーク
相談実績

（令和4年1月末現在）

■フリーターの正社員就職状況（令和4年1月末現在）

出張相談回数 学生相談人数

330回 803人

新規有効求職者数 就職者数

4,491名 1,189名



１ コロナ禍における雇用支援

令和３年度における実施状況

〇県内の労使団体や関係機関からなる「いわて就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」会議を開催し、支援の情報共有を図った。

（第１回：令和３年６月28日開催 第２回目：令和４年２月８日開催）

〇ハローワークと関係機関が連携し、支援対象となる求職者を就職氷河期世代専門窓口に誘導。

〇企業向けオンラインセミナーの実施。 テーマ：「キャリアを生かすこれからの人材選択」（令和３年９月２日開催）

〇就職氷河期世代専門窓口における支援対象者の就職率について、40％を目標値として取り組んでいる。実績46.9％（令和3年12月末実績）

〇就職氷河期世代求職者用「限定求人」や「歓迎求人」を開拓、支援対象者に情報提供すること等により就職を促進。

〇職場実習・体験事業を県下全域に展開し、各ハローワークにて実習等受け入れ先事業所を開拓。

事業開始後 職場実習等受入条件票提出件数39件、実施者数12人（令和3年12月末の実績数）

５ 就職氷河期世代活躍支援プランの実施 Ｐ13～14
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「いわて就職氷河期世代活躍支援プラットフォーム」による支援

（１）都道府県プラットフォームによる支援等

市町村レベルプラットフォームの設置 いわてＰＦと情報共有

「該当世代のための気運の醸成」「各種支援策の広報」「正社員化支援」

（ア）職場実習・体験事業

（イ）「就職氷河期世代支援コース」職業訓練

（２）ハローワークにおける専門窓口の充実

支援メニューの実施

支援対象者に個別支援計画策定

チーム支援 正社員就職へ

限定・歓迎求人開拓など

特定求職者雇用開発助成金

トライアル雇用助成金
正社員就職の促進

（３）正社員雇用に向けて助成金制度の活用

就職氷河期世代求職者の新規求職申込件数と就職件数（県内全所）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月

1,348 1,312 1,293 603

324 294 305 95

就職氷河期世代支援窓口実績（ハローワーク盛岡菜園庁舎）

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月

新規登録者数 176 118 85 41

85 29 14 6

就職件数 63 50 47 11

35 38 32 9

うち正社員就職者数 14 22 24 7

令和３年度

令和３年度

新規求職申込件数

就職件数

うちチーム支援対象者数チーム対象者数

うちチーム支援対象者数



１ コロナ禍における雇用支援

令和３年度における実施状況

６ 人材不足分野への就職支援 Ｐ14

7

（１）人材不足分野のマッチング

〇ナースセンター並びに福祉人材センターとハローワークの連携

毎月第2・4木曜日にナースセンターの出張相談を実施。

毎月第1・3木曜日に福祉人材センターの出張相談を実施。

ハローワーク盛岡にて、

医療・介護・保育・建設・警備・運輸の人材不足分野について、
ハローワーク盛岡に設置する「人材確保対策コーナー」を中心
として求職者に対する就職支援を行うとともに、求人充足を図
る。

〇職業訓練等の受講あっせん

人材不足分野の業務に関心を持っているものの、現在有する技能、知識等や労働市場の状況から就職が難しい状況にある者に対して、
人材不足分野の公的職業訓練又は介護労働安定センターで行う介護労働講習をあっせん。介護労働安定センター実施の「介護労働講習」 30名受講

（２）雇用管理改善による「魅力ある職場づくり」の促進等

内容の明確化、条件緩和
のための助言指導

ハローワーク提出求人

人材確保等支援助成金の活用
労働環境の改善
賃金制度の整備

職場定着の促進

人材確保

〇企業説明会＆就職相談会の開催

人材不足分野の求人提出企業を対象とする説明会、就職相談会、職場見学会を開催。

〇医療福祉分野におけるマッチングの促進を図る取り組み
新型コロナウイルス感染症の影響により、医療・福祉の分野では人材不足の状況が深刻化していることから、個別分野でのさらなる
マッチング支援を促進する取組を各ハローワークにて実施。

〇介護労働安定センターとの連携

第１回介護労働懇談会（10月21日開催）
令和３年度魅力ある職場作り実践セミナー（1月19日開催）

令和３年度　人材不足分野の職業別紹介就職件数（雇用形態：常用）

令和4年

1月まで
4～6月 7～9月 10～12月 1月 計

有効求人倍率

総計 2.51 1,402 1,151 1,193 318 4,064

医療関係 2.18 171 144 146 35 496

介護関係 2.29 526 443 470 131 1,570

保育関係 1.45 92 69 71 20 252

建設分野 3.89 281 231 192 47 751

警備分野 5.22 99 65 77 16 257

運輸分野 1.53 233 199 237 69 738

一般＿就職件数



１ コロナ禍における雇用支援

７ コロナ禍における職業紹介業務の充実・強化 Ｐ14～15

8

ハローワークインターネットサービスの利用促進の周知

インターネットでの求職活動が一般的となっている昨今の状況に対応し、
オンラインという新たなツールを活用することでハローワークの支援の届か
なかった者に支援を届けていくために、幅広にハローワークのサービスを周
知することが必要。

また、これまで安定所を利用したことがない求人者にとっても、アクセス
数：約4,467万件／月（令和２年度）と有数の規模の求人情報サイトである
ハローワークインターネットサービスに無料で求人を公開することができ、
9月21日からは、オンラインによる自主応募を含めた紹介・応募が受けられ
るようになるなど、安定所への求人提出の利点が大幅に大きくなっている。
こうした点を周知し、より一層の活用を促進することが必要。

担当者制による能動的な支援サービスの実施

来所による支援が必要な求職者に対しては、
チーム制による担当者制に積極的に誘導のうえ、
能動的な課題解決支援サービスを計画的・集中
的に実施する。

主要指標 ①当月までの累計 ②前年同月（実績）
③前年同月（実績）
　に対する割合
　（①／②×100）

 就職件数（常用） 15,097 15,095 100.0%

 充足件数（常用） 14,687 14,659 100.2%

 雇用保険受給者の
 早期再就職件数 4,117 4,573 90.0%

ハローワークの総合評価における主要指標（令和3年12月現在）

令和３年度における実施状況

○9月21日からオンライン利用可能な手続きが広がったこと等について、ハローワーク窓口や労働局ホームペー
ジで周知を図った。
【主な追加項目】①オンラインでの求職登録、②オンラインハローワーク紹介、③オンライン自主応募

○担当者制への積極的な誘導を図るとともに、チーム制による支援の充実に努めた。



２ 多様な人材の活躍支援

令和３年度における実施状況

○生涯現役支援窓口（盛岡、一関、水沢）におけるマッチング支援・・・65歳以上の就職件数 298件

○多様な就業ニーズに応えるため、シルバー人材センター等と連携した「高年齢者求職者向け就職支援セミナー」の開

催・・・18回開催、195名参加

○改正高年齢者雇用安定法の周知として「生涯現役社会実現に向けたシンポジウム（高障求機構主催）」において

説明・・・来場者 67名 ライブ視聴者 84名

１ 高齢者の就労・社会参加の推進 Ｐ16～17
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(件) 生涯現役支援窓口における就職件数（65歳以上）

盛岡

一関

水沢

（１）70歳までの就業機会確保等に向けた環境整備

や高年齢労働者の処遇改善を行う企業への支援

・ 70歳までの就業機会を確保するために就業規

則を改正する場合、「65歳超雇用推進助成金」

の活用について窓口等で周知した。

（２）ハローワークにおける生涯現役支援窓口など

のマッチング支援の拡充

・ 高齢の求職者に対して、生涯現役支援窓口の

利用登録を勧奨し、登録者に対して積極的に求

人情報を提供してマッチング支援を行った。

（３）シルバー人材センターなどの地域にける多様

な就業機会の確保

・ シルバー人材センターと連携して、定期的に

就職支援セミナーを開催した。

(24)

※（ ）は盛岡、一関、水沢の合計

(28)

(70)

(29)
(24)

(28)

○ハローワークの新規求職者に占める 65歳以上の割合

H28:7.5％、H29:8.7％、H30:10.2％ R1:12.2％、R2:13.4％

(26) (20)
(25) (24)



２ 多様な人材の活躍支援

２ 女性の活躍・男性の育児休業取得の推進 Ｐ17

10

○女性の活躍推進、男女均等な機会及び待遇の確保対策の推進等

企 業 規 模 届出数

301人以上（義務） 111社（届出率100%）

300人以下（努力義務） 304社

■一般事業主行動計画届出状況（１月末）

企 業 規 模 認定数（累計）

301人以上 0社（7社）

300人以下 4社（14社)

【プラチナえるぼし】（１月末）

企 業 規 模 認定数（累計）

101人以下 1社（1社）

●女性活躍推進法の施行状況
●男女雇用機会均等法に基づく行政指導
状況（１月末）

内 容 助言件数

■認定状況【えるぼし】（１月末）

母性健康管理 53

妊娠・出産等に関するハラスメント 47

セクシュアルハラスメント 33

合 計 126

(株)プラザ企画（奥州市）に対し東北
初となる「プラチナえるぼし」の認定通知
書を交付

令和３年度 令和２年度

81社 36社

■報告徴収（訪問指導）実施件数（１月末）

3年度における実施状況

〇女性活躍推進法に基づき令和４年４月より常用雇用労働者101人以上301人以下の企業196社が一般事業主行動計画届出
義務となることから訪問指導、勧奨文書の送付や電話による働き掛けにより早期の取組みを促した。

〇男女雇用機会均等法に関する違反企業を把握した場合には、適切な是正指導を行った。
〇６月には東北初となる「プラチナえるぼし」の企業認定を行った。



２ 多様な人材の活躍支援

3年度における実施状況

〇改正育児・介護休業法の周知・啓発を図るため事業所向けにオンライン説明会等を実施した。

〇育児・介護休業法に関する違反企業を把握した場合には、適切な是正指導を行った。

○男性が仕事と育児を両立できる環境整備等を支援する両立支援助成金の申請状況（１月末）については以下のとおり。

申請受理件数227件(153件) 支給決定件数208件(135件) ※（ ）内は前年同期

○新型コロナウイルス感染症による臨時休業等をした小学校等に通う子供の世話のために仕事を休まざるを得ない労働者に有給休暇を取得さ

せた事業主を支援する小学校休業等対応助成金が9月27日より再開、申請状況（１月末）については以下のとおり。

申請受理件数53件 支給決定件数53件

２ 女性の活躍・男性の育児休業取得の推進 Ｐ18

11

○男性の育児休業取得の促進をはじめとする仕事と家庭の両立支援の推進

■一般事業主行動計画届出状況（１月末）

●次世代育成支援対策推進法の施行状況

■認定状況【くるみん】（１月末）

企 業 規 模 認定数(累計）

101人以上 0社（28社）

100人以下 3社（14社）

【プラチナくるみん】（１月末）

企 業 規 模 認定数（累計）

101人以上 1社（3社）

●育児・介護休業法に基づく行政指導状況

企 業 規 模 届出数

１01人以上（義務） 447社（届出率100%）

100人以下（努力義務） 622社

内 容 回数

育児休業等に関するハラスメント 76

子の看護休暇 40

育児休業 27

その他 19

合 計 162

内 容 回数

介護休業等に関するハラスメント 74

介護休業 55

勤務時間短縮等措置 40

介護休暇 38

その他 14

合 計 221

■育児関係（１月末）

■介護関係（１月末）

(株)北日本銀行（盛岡市） に対
し「プラチナくるみん」 の認定通知書
を交付



２ 多様な人材の活躍支援

３ 障害者の就労促進 Ｐ18～19

12

（１）公務部門における障害者の雇用促進・定着支援の推進

（２）中小企業をはじめとした障害者の雇入れ支援等の強化

（３）精神障害者、発達障害者、難病患者等の多様な障害特性に
対応した就労支援の強化

法定雇用率未達成の市町村７機関に対し、昨年度下期から
訪問や文書による要請を行った。併せて合理的配慮の事例等

を提供し、定着に向け支援を行った。

法定雇用率の引き上げについて、事業主団体等に依頼し広
報誌等による周知を行った。

また、障害者雇用ゼロ企業23社を選定し支援を行った。

「精神障害者雇用トータルサポーター」「発達障害者雇用
トータルサポーター」「難病患者就職サポーター」を中心に、

出張相談等きめ細かな支援を行った。

岩手県における障害者雇用状況の集計結果（令和3年6月1日現在）

○ 民間企業の実雇用率は２．３７％、障害者雇用者数は3562.5人、ともに過去最高を更新。

報告対象
企 業 数

算定基礎
労働者数

（人）

障害者
雇用数

（人）
実雇用率

（％）

法定雇用率
達成企業数

法定雇用率
達成割合

（％）

実雇用率
（全国）

（％）

３年度 1,066 150,558.0 3,562.5 2.37 627 58.8 2.20

２年度 1,021 149,246.5 3,396.5 2.28 582 57.0 2.15

増減 45   1,311.5 166.0    0.09 45  1.8 0.05

1,761.0 1,832.5 1,869.0 1,885.0 1,945.5

992.0
1,007.5

1,039.0 997.0
1,044.5

336.0 
429.5 

496.5 514.5 

572.5 

2.16
2.22

2.27 2.28

2.37

1.97

2.05

2.11
2.15

2.20 

1.00

1.25

1.50

1.75

2.00

2.25

2.50

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

平成29年 平成30年 令和元年 令和2年 令和3年

精神障害者 知的障害者 身体障害者 岩手県 全国

障害者の数（人） 実雇用率（%）

令和３年度における実施状況

〇公務部門においては、当初対象の７機関に加え今年度の報告により把握した９機関のうち、令和

４年１月末までに７機関達成した。

〇障害者雇用ゼロ企業23社に加え今年度選定した13社を対象に関係機関とのチーム支援を実施し、

9社解消した。

〇各サポーターの支援対象者198人のうち、令和４年1月末までに101人就職した。



２ 多様な人材の活躍支援

令和３年度における実施状況

○ハローワーク職員による外国人雇用事業所訪問、雇用管理改善に関する指導・・・133事業所

○外国人労働者問題啓発月間（６月）において、事業所監理団体等に対して外国人雇用に関する周知・啓発

○外国人雇用管理アドバイザー（委嘱）による外国人雇用事業所訪問、雇用管理改善に関する指導・援助･･･3事業所

○外国人雇用管理に関する事業主説明会（11月）で「外国人労働者の雇用管理について」説明・・・参加 33事業所

４ 外国人に対する支援 Ｐ19～20

528 572 
664 733 808 

907 960 
1,039 

2,697 

2,822 

3,418 

3,999 

4,509 

5,176 
5,407 

5,225 

0
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1,500
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2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

外国人雇用事業所数および

外国人労働者数の推移
事業所数 外国人労働者数（人) (事業所)

（１）外国人労働者の適正な雇用管理に関する助言・援助等の

実施、外国人労働者の雇用管理改善に取り組む企業への支援

・ ハローワーク職員による外国人雇用事業所訪問、雇用管理

改善等について指導した。

・「外国人労働者の人事・労務支援ツール（※）」の活用につ

いて周知した。

※ 多言語による説明、文化ギャップの理解に役立ツール

（２）外国人労働者の労働条件の相談、支援体制の強化

・「外国人労働者向け相談ダイヤル」及び「労働条件相談ほっ

とライン」について周知した。

・「職場のあんぜんサイト」に掲載した安全衛生教育用視聴覚

教材等の活用について周知した。

・ ハローワークにおける職業相談は、外国人の日本語会話レ

ベルを丁寧に確認しながら行った。
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３ ウィズコロナ時代に対応した労働環境の整備、生産性向上の推進

令和３年度における実施状況

① 令和２年度上半期は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため全国的に
監督自粛となったが、令和３年度は感染防止対策を講じつつ、上記表の
とおり長時間労働が疑われる事業場に対して監督指導を実施した。

② 労災請求が行われた事業場に対して監督指導を実施した。

③ 36協定の適正化に向け、36協定届出事業場に対して窓口指導を実施し
た。（届出11,758件／窓口指導324件）

④ 監督指導において、年次有給休暇の取得促進、しわ寄せ防止対策につい
て確認を行い必要な指導を行った。（年次有給休暇に関する指導361件
(12月末)、しわ寄せ防止対策に係る指導事案はない。）

⑤ 過労死等防止啓発月間において、事業者団体等計130団体に対して要請
を行った。さらに、新型コロナウイルス感染拡大が落ち着き、生産活動
を再開するに中、長時間労働が懸念され、下請企業等にも影響が及ぶこ
とが考えられる企業に対して要請を行った。

⑥ 過重労働解消キャンペーン中、労働局長がベストプラクティス企業を訪
問し、局HPへの掲載等により当該活動の周知を図った。

１ ウィズコロナ時代に安全・健康で、かつ安心して働くことができる職場づくり Ｐ22

14

長時間労働の是正等の取組
監督実績 監督件数 違反数 違反率

全体 1,674 984 70.5％

長時間労働対策 367 232 63.2％

労災請求 10 9 90.0％

労働条件確保対策 354 258 72.9%

令和4年1月末現在



３ ウィズコロナ時代に対応した労働環境の整備、生産性向上の推進

令和3年度における実施状況

○働き方改革推進支援に係る委託事業である岩手働き方改革推進支援センターを通じ、HPによる広報活動、セミナーや出張相談、個別訪問支援など、労
働時間の縮減に取り組む事業者に対するきめ細やかな支援を実施した。また、コロナ禍における新たな取組取りとしてZoomを活用したオンラインセミ
ナーも開催した。

○助成金制度を活用した働き方改革の推進を図るため、岩手労働局ＨＰ掲載や経営者団体・業種別団体等５団体を訪問し働き方改革推進センター及び助成
金制度の活用促進を図った結果、認知度も上がり、申請件数も増加した。なお、労働時間短縮・年休促進支援コース、業務間インターバル導入コース、労
働時間適正管理推進コースが10月15日をもって、団体推進コースが10月31日をもって、交付申請締め切りとなった。

１ ウィズコロナ時代に安全・健康で、かつ安心して働くことができる職場づくり Ｐ23～24
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○労働時間の縮減に向けた支援

働き方改革推進支援助成金働き方改革推進支援センターの活動

活動内容 令和４年１月末

個別訪問支援 131

出張相談 65

セミナー 59

電話等の相談 146

令和４年１月末 令和３年１月末 令和2年度計

交付申請
件数

交付決定
件数

交付申請
件数

交付決定
件数

交付申請
件数

交付決定
件数

労働時間短縮・年
休促進支援コース 102 102 28 28 28 28

勤務間インターバ
ル導入コース

5 5 33 33 33 33

職場意識改善特例
コース － － 63 63 63 63

労働時間適正管理
推進コース 1 1 － － － －

団体推進コース 5 5 2 2 2 2



３ ウィズコロナ時代に対応した労働環境の整備、生産性向上の推進

１ ウィズコロナ時代に安全・健康で、かつ安心して働くことができる職場づくり Ｐ24～25

16

一般的な法定労働条件の確保・改善対策

令和３年度における実施状況

① 基本的な労働条件確保に向けた監督指導を実施した。

② 外国人・技能実習生、自動車運転者、障害者である労働者等、特定分野における労働条件確保対策に向けた監督指導を実施
した。

③ 労災かくしが疑われる事案について監督指導を実施した。（書類送検１件）

④ 学生を対象とした労働法令セミナーを実施した。（４回実施）

⑤ 労働時間相談・支援班による個別訪問を実施し、働き方改革関連法について説明を行った。（1月末：271事業場）

監督実績 監督件数 違反数 違反率

労働条件確保対策 354 258 72.9％

自動車運転者 33 30 90.9％

外国人・実習生 23 22 95.7％

障害者 1 1 100.0％

労災かくし 3 3 100.0％

令和４年1月末現在



令和3年度における実施状況

〇三陸沿岸道路は令和3年内に全線開通し、震災に係る復旧・復興工事に関しては、水門、防潮堤工事を残すのみとなった。

〇復旧・復興工事現場に関する監督指導・個別指導の実施結果(12月末現在)

監督指導、個別指導、安全パトロール：78現場、集団指導：9回、114人

〇いわて年末年始無災害運動(12月～1月)及び建設業一斉監督（12月）を実施した。

〇県(局)単位の工事関係者連絡会議については7月に書面開催、地区(監督署)単位の会議は4署で6月から11月に参集して実施した。

〇安全衛生確保支援事業（建災防）は主に現場巡回指導を実施した。また、安全衛生教育（参集型）、ワンポイント安全教育を実施した。

巡回指導：148現場、安全衛生教育：158人、ワンポイント教育：823人（12月15日現在）

〇復旧・復興工事で過重労働による労働災害は生じていない。

３ ウイズコロナ時代に対応した労働環境の整備、生産性向上の推進

１ ウイズコロナ時代に安全・健康で、かつ安心して働くことができる職場づくり Ｐ25～26

東日本大震災の復旧・復興工事における労働災害の防止及び工事関係者に係る適正な労働条件確保

沿岸地域(沿岸4署)における建設業の休業4日以上の災害は減少しているものの、震災前の発生件数
の約1.5倍で高止まりしている。

● 施工業者に対する監督指導・個別指導等の実施

● 工事関係者連絡会議の実施
東日本大震災復旧・復興工事関係者連絡会議の開催(県単位・地区単位)

● 安全衛生確保支援事業との連携（建災防：自然災害復旧・復興工事安全衛生支援センター）

● 過重労働対策の推進 （いわてリアス宣言）
□ 毎月1回以上の土曜日閉所 □ 月1回以上の定時退社 □ 時間外・休日労働時間を月80時間以内

年 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R2
(12月末)

R3
(12月末）

死傷者数（人） 1,222 1,280 1,367 1,458 1,478 1,316 1,305 1,353 1,351 1,377 1,358 1,227 1,404(+177)

うち沿岸管轄
署：建設業
（人）

64 111 90 133 124 108 121 128 116 95 94 91 88  (-3)

17



３ ウイズコロナ時代に対応した労働環境の整備、生産性向上の推進

令和3年度における実施状況(令和3年1～12月末現在発生状況)

〇休業４日以上の災害は、1,404件（昨年同期比＋177件)

→ 休業４日以上の災害増加要因は、主に令和3年1月、2月の平均気温の低下、降雪量の増加に起因する転倒災害等冬季特有災害の

増加が影響している。(同2か月間の転倒災害は年間の51％、令和2年同期より104件増加)

〇死亡災害は、18人（昨年同期比＋ 3人）

→ 内訳は建設業8名、林業5名等であり、事故の型は墜落・転落6人、交通事故3人、激突され2人等となっている。

〇災害防止の取組については、各署において年間計画に基づき監督、個別指導等を実施したほか、災防団体等と連携し講習会等集団指導
を実施した。特に冬季における取組は以下のとおり。

・いわて年末年始無災害運動(12月～1月)

・建設業一斉監督(12月)

・東北6局一斉局長パトロール(12月)

１ ウイズコロナ時代に安全・健康で、かつ安心して働くことができる職場づくり Ｐ26～27

18

労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備

● 第13次労働災害防止計画重点業種等の労働災害防止対策の推進
【目標】→平成29年度と比較し令和４年度までに、〇休業4日以上の死傷災害を5％以上減少させる

〇死亡災害を30％以上減少させる

＜令和２年 労働災害発生状況＞
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３ ウイズコロナ時代に対応した労働環境の整備、生産性向上の推進

令和3年度における実施状況

〇労働災害発生状況については、毎月、県政記者クラブにプレスリリースを行っているほか、災害防止団体等15団体(傘下事業場約
7,000）、安全衛生労使専門家会議、チェーンソー指導員に送付しており、各業界機関紙等に掲載され、周知が図られている。

〇林業については死亡災害が3名となり、林災防本部より林業死亡災害多発警報が発令された（令和3年7月19日付）。これにより、死亡
多発地域の3か所で緊急集団指導会が開催され、岩手労働局長が出席し、安全衛生対策の徹底につき指示を行った。(出席事業場112、延
べ約200人)

〇建設業については死亡災害が8名と昨年より3名増加したため、建災防において令和4年2月に緊急集団指導会を開催予定。

〇道路貨物運送業については、陸災防業態別研修会や岩手県トラック協会安全大会が開催され、荷主ガイドライン等種々の災害防止対策を
周知啓発した。

１ ウイズコロナ時代に安全・健康で、かつ安心して働くことができる職場づくり Ｐ26～27

19

労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備

● 第13次労働災害防止計画重点業種等の労働災害防止対策の推進
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３ ウイズコロナ時代に対応した労働環境の整備、生産性向上の推進

令和3年度における実施状況

〇「エイジフレンドリーガイドライン」、「エイジフレンドリー補助金」については、局において災害防止団体の講習会等で資料配布を行
い、周知を図った。(令和4年1月末現在：20回、出席者延べ約1,200人)

なお、各監督署における集団指導等においても同様に周知している。

〇当局の第13次防計画において、「ストレスチェック結果を集団分析した事業場（労働者数50人以上）の割合を令和４年度までに70％以上
とすること」としているところ、令和２年において82.6％となっており、すでに目標を達成しているが、引き続き、事業場におけるメン
タルヘルスの取組促進に向け周知啓発を行う。

〇産業保健活動については、産業保健総合支援センターとの連携を図るとともに、同センターによる訪問支援、研修等の周知を行った。

１ ウイズコロナ時代に安全・健康で、かつ安心して働くことができる職場づくり Ｐ27～28
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● 高齢者の特性に配慮した安全衛生対策を行う企業への支援
「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」

（エイジフレンドリーガイドライン）

岩手労働局における高年齢労働者に係る災害発生状況(令和3年1月～12月)

・休業4日以上労働災害のうち60歳以上の労働者…434名(30.9％)

・死亡労働災害のうち60歳以上の労働者 … 8名(44.4％）

● 産業保健活動、メンタルヘルス対策の推進

集団分析の実施状況
・令和2年にストレスチェックを実施した事業場のうち、集団分析を実施した事業場は約８割。

集団分析の実施 【表中の( ）内は令和元年との比較】

事業場規模 50～99人 100～299人 300～999人 1000人以上 計

集団分析を実施した事業場の割合
80.2％
(+3.9 )

86.1％
(±0) 

90.8％
(+0.7) 

100.0％
(+20.0)

82.6％
(+2.6) 



３ ウイズコロナ時代に対応した労働環境の整備、生産性向上の推進

令和3年度における実施状況

〇監督指導、個別指導等により、発がん性が認められるなど危険性・有害性のある化学物質のリスクアセスメント等の
法令に基づく措置の徹底を図った。(令和3年12月末現在：監督指導：80件、個別指導：7件)

〇監督、個別指導等により、石綿のばく露防止措置の徹底を図るとともに、改正石綿則の周知を図った。
(令和3年12月末現在：監督指導：６件、個別指導：６件)

〇局・署で実施した各種講習会において、特定化学物質障害予防規則、石綿障害予防規則、電離放射線障害防止規則の
改正等につき周知を図った。なお、改正石綿則、改正電離則については、署において取扱対象事業場に対し自主点検
を実施した。

１ ウイズコロナ時代に安全・健康で、かつ安心して働くことができる職場づくり Ｐ28
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● 化学物質、石綿ばく露防止対策、放射線障害防止対策の徹底

ラベルでアクション 石綿ばく露対策 放射線障害防止対策



３ ウィズコロナ時代に対応した労働環境の整備、生産性向上の推進

令和３年度における実施状況

〇 新型コロナウイルス感染症の労災請求に関する請求勧奨リーフ
レットを岩手労働局ホームページに掲載したほか、（公財）岩
手労働基準協会が発行する機関誌の「基準情報岩手」にリーフ
レットを掲載し広報を行った。

〇 集団感染が発生した医療機関等における労働者の感染が疑われ
る事案を把握した12事業場に対して、労災保険に係る請求勧奨
を記載した文書を送付し、労災保険の請求勧奨を行った。

（内訳：医療・介護 2事業場、その他 10事業場）

〇 労働者等から相談があった場合には懇切丁寧に対応するととも
に、労災補償については、認定基準等に基づき、迅速・的確な
調査を行った。

１ ウィズコロナ時代に安全・健康で、かつ安心して働くことができる職場づくり Ｐ28
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新型コロナウイルス感染症に係る的確な労災補償

新型コロナウイルス感染症労災請求等状況
（令和３年度は1月末現在、翌年度繰越は翌月繰越）
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３ ウィズコロナ時代に対応した労働環境の整備、生産性向上の推進

令和３年度における実施状況

〇 署における効率的な調査計画の策定及び管理者による的確な進

行管理の徹底並びに局からの具体的な指示・助言のほか、過労

死等事案に係る労災請求が増加した署に対して、局職員が支援

に入り、局・署が連携して組織的な業務処理体制を構築の上調

査を行った。

〇 長時間労働を訴える事案については、労災担当部署と監督担当

部署間で必要な情報の共有を図り、密接に連携して対応した。

１ ウィズコロナ時代に安全・健康で、かつ安心して働くことができる職場づくり Ｐ29
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過労死等事案に係る迅速かつ公正な労災認定
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３ ウイズコロナ時代に対応した労働環境の整備、生産性向上の推進

令和3年度における実施状況

〇岩手県地域両立支援推進チーム会議を書面会議形式で開催した。

〇産業保健総合支援センターと連携し、あらゆる機会を捉え、「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライ
ン」、「企業・医療機関連携マニュアル」及び「治療と仕事の両立支援助成金」の周知を図った。

〇｢岩手治療と仕事の両立支援に係る相談窓口・助成金等一覧表｣について、局ＨＰに掲載し周知を図った。

１ ウイズコロナ時代に安全・健康で、かつ安心して働くことができる職場づくり Ｐ29
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治療と仕事の両立支援

●ガイドライン等の周知啓発 助成金 ●地域両立支援推進チームの運営



３ ウィズコロナ時代に対応した労働環境の整備、生産性向上の推進

令和３年度における実施状況

〇最低賃金審議会の運営に当たり、
公労使の議論を深められるよう積極
的に情報収集を行い、審議会委員
に対して提供を行うなど最低賃金審
議会の審議運営に努めた。

〇岩手県最低賃金及び特定(産業別)
最低賃金について各種リーフレッ
トを送付し、県内全33市町村広報
誌等への掲載を依頼、県内の行政
機関、商工団体、労働者団体、使
用者団体、事業者団体及び教育機
関等に広報依頼を行った。

なお、岩手県最低賃金について
は、ポスターも送付し県内全33市
町村全広報誌等に掲載済。

〇最低賃金の履行確保を図るため、
令和4年1月から集中的に監督指導
を行った。

２ 最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等の促進、同一労働同一賃金など
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

Ｐ30

25

〇 最低賃金制度の適切な運営



３ ウィズコロナ時代に対応した労働環境の整備、生産性向上の推進

令和3年度における実施状況

○制度の活用促進のため下記のとおり周知協力依頼の文書要請を行った。

地方公共団体（34）、労働組合（２）、経営者団体・商工団体（38）、

業種・業界団体（14）、報道機関（21）

○県内事業場1,113社にダイレクトメールを発送し直接的な周知活動を行った。

○最低賃金引上げに関する当局所掌の助成金の他、東北経済産業局とタイアップ

し「事業再構築補助金（最低賃金枠、大規模賃金引上枠）」を加えた「賃金引

上げに関する助成金・補助金のご案内」（リーフレット）を作成し周知広報を

行った。

○金融機関と岩手労働局との働き方改革についての包括協定に基づく「労働関係

助成金等説明会」を10月5日開催し、制度説明及び周知協力依頼を行った。

○最低賃金引上げの周知に併せ、文書及びリーフレットにより周知を行った。

○各監督署主催「働き方改革関連法に関する説明会」において、業務改善助成金

の説明を行った。

○上記の結果、昨年度に比較して大幅に申請件数が増加した。

２ 最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等の促進、同一労働同一賃金など
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

Ｐ30
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○最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等に取り組む企業への支援

業務改善助成金申請状況

3

事業再構築補助金

業務改善助成金

支給要件等

【相談窓口】業務改善助成金コールセンター

TEL 03-6388-6155     

申請期限

令和４年1月31日

１

助成率 4/5～9/10
助成上限額 600万円

設備投資により生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）」の引き

上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

雇用調整助成金等（特例）

３

助成率等

雇用調整助成金等の業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる

場合、令和3年10月から12月までの3ヶ月間の休業については、休業規模要件（１/40以上）を問わず支給

対象となります。

対象となる要件等 助成率等

① 業況特例又は地域特例の対象となる中小企業（解雇等を行ってい
ない場合に限る。）であること。

② 事業場内最低賃金を、令和３年７月16日以降、同年12月までの間
に、30円以上引き上げること。

※ その他にも注意事項がありますので、下記【相談窓口】にお問
い合わせください。

申請期限

新分野展開や業態転換等又はこれらの取組みを通じた規模の拡大等を目指し企業等の新たな挑戦を支援す

るもので、第3回公募から新しい類型（最低賃金枠、大規模賃金引上枠、等）が新設されました。

必須申請要件 対象経費補助率等

申請期限

【相談窓口】事業再構築補助金事務局コールセンター

TEL 0570—０12-088 （ＩＰ電話用）03-4216-4080 Ｒ３．９作成

判定基礎期間の末日の
翌日から２か月以内

助成率

10/10

上限日額

15,000円

【相談窓口】雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター

TEL 0120-60-3999     

賃金引上げに関する助成金・補助金のご案内

最低賃金引上げへの支援策として拡充・要件緩和！

 (a)2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任

意の3か月の合計売上高がコロナ以前（2019年又

は2020年１～３月）の同3か月と比較して10％以

上減少しており、(b)2020年10月以降の連続する

6か月間のうち、任意の3か月間の合計売上高がコ

ロナ以前の同3か月と比較して5％以上減少してい

る。

 認定経営革新等支援機関と事業再計画を策定する。

 補助事業終了後3～5年で付加価値額、または従業

員一人当たり付加価値額が、年率平均3.0％以上

の増加を見込む事業

 最低賃金枠

2020年10月から2021年6月までの間で、
3月以上最低賃金+30円以内で雇用している従
業員が10％以上いること及び2020年4月以降の
いずれかの月の売上高が対前年又は前々年の同
月比で30％以上減少･･･補助率2/3～3/4３３３

（補助額100万円～1,500万円）

 大規模賃金引上枠

事業計画期間終了までの間、事業場内最低賃
金を年額45円以上引き上げること及び従業員数
を年率平均1.5％以上(※)増員…補助率1/3～2/3

(補助額8,000万円～1億円) (※)初年度は1.0%以上

 建物費

 設備費

 広告宣伝費・販売促
進費

 システム購入費など

第3回公募

9月21日締切

※第３回公募を含め、

あと３回公募予定

 賃金引き上げ計画を策定し、事業場内最低賃金を

一定額（20円以上）引き上げ

 生産性向上に役立つ機器・設備等の導入

□機械設備 □コンサルティング導入

□人材育成・教育訓練 など

対象者（事業場）

 事業場内最低賃金と地

域別最低賃金の差額が

30円以内

 事業場規模100人以下

【申請窓口】岩手労働局雇用環境・均等室
TEL 019－604-3010

２

令和４年１月末 令和３年１月末 令和２年度計

交付申請件数 73 12 12

交付決定件数 68 9 11



３ ウィズコロナ時代に対応した労働環境の整備、生産性向上の推進

２ 最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等の促進、同一労働同一賃金など
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

Ｐ30～31

27

○雇用形態に関わらない公正な待遇の確保や非正規雇用労働者の処遇改善

●パートタイム・有期雇用労働法に
基づく行政指導状況（１月末）

内 容 助言件数

事業主等に対する援助 114

労働条件の文書交付等 62

正社員への転換 47

就業規則の作成手続 26

雇用管理改善等措置内容の説明 24

相談のための体制整備 16

その他 68

合 計 357

●労働者派遣法に基づく労使協定書
の行政指導状況（１月末）

内 容 指導件数

厚生労働省令に定めるものと同等以上の

賃金額となっていない
115

公正な評価規定 24

賃金以外の待遇 8

派遣労働者の範囲 11

その他 7

合 計 165

3年度における実施状況

○パート・有期雇用労働法に関する違反企業を把握した場合には、適切な是正指導を行った。

○処遇改善に向けて取り組む事業主に対し、岩手働き方改革推進支援センターによる周知広報、オンライン

セミナーなど創意工夫した活動を展開した。また、経営者団体・業種別団体等とのタイアップによる対面式

セミナーを開催するなど、きめ細やかな支援による活動を展開した。

○派遣元事業主から提出された80件の労使協定書を点検し、集団指導または訪問指導を行った。

集団指導：26事業主、訪問指導：27事業主



令和３年度における実施状況

〇家内労働委託者あて「家内労働のしおり」及び
「災害防止対策ガイドブック」を送付し、家内
労働手帳の交付、危害防止措置の徹底等を指導し、
委託条件の明確化、工賃支払の適正化及び適切な
安全衛生措置の確保を推進させ、家内労働者の労
働条件の向上と生活の安定を図った。

〇改正電気機械器具製造業最低工賃について、家
内労働委託者に対して「岩手の最低工賃(最低
工賃金額表)」を送付し、また、HPへの掲載、
関係団体広報誌への掲載依頼を行うなど周知広
報を行った。

〇「第13次最低工賃新設・改正計画」により「岩手
県婦人・男子既製洋服製造業最低工賃」の改正決
定に係る諮問を行い、具体的な調査審議を行う
「最低工賃専門部会」においては、適切な資料や
情報提供を行う等円滑な部会運営に努めた。

28

３ ウィズコロナ時代に対応した労働環境の整備、生産性向上の推進

２ 最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等の促進、同一労働同一賃金など
雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

〇 家内労働対策の推進等

Ｐ31



３ ウィズコロナ時代に対応した労働環境の整備、生産性向上の推進

3年度における実施状況

〇局及び各監督署に設置している「総合労働相談コーナー」に寄せられた各種ハラスメントに関する相談
に対し助言・指導や事業所訪問においてハラスメント防止措置を行うよう指導を行った。

〇令和４年４月より職場におけるパワーハラスメント防止対策が中小企業にも義務化されることから、
オンライン形式も含めた説明会等を積極的に実施した。

〇職場におけるハラスメント防止対策について、各種会合等での説明や資料配付等あらゆる機会を捉えて
周知を図った。

〇職場におけるハラスメント撲滅の機運醸成を目的として、12月の「職場のハラスメント撲滅月間」に
おいて集中的な周知啓発を行った。

３ 総合的なハラスメント対策の推進 Ｐ31～32

29

○パワーハラスメントをはじめとする職場におけるハラスメント撲滅対策の実施

内 容 件数

セクシュアルハラスメント 103

妊娠・出産等ハラスメント 21

合 計 124

●男女雇用機会均等法に関する
相談状況（１月末）

●育児・介護休業法に関する
相談状況（１月末）

内 容 件数

育児ハラスメント 22

介護ハラスメント 9

合 計 31

●労働施策総合推進法に関する
相談状況（１月末）

内 容 件数

パワハラ防止措置 425

相談不利益 2

その他 10

合 計 437

●ハラスメント防止に
関する講習会等の状況

開 催 回 数

50

※新型コロナウイルス感染症拡大による中止分含む
※３月までの開催予定分含む



３ ウィズコロナ時代に対応した労働環境の整備、生産性向上の推進

3年度における実施状況

〇労働者からの相談に対し、助言・指導やあっせん等を活用し、早期の紛争解決を行った。

〇関係機関との連携を図り、合同労働相談会の開催などを実施した。

〇労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会を開催（書面）し、関係機関との連携を

図った。

３ 総合的なハラスメント対策の推進 Ｐ32

30

○早期の紛争解決に向けた体制整備等
●個別労働関係紛争に関する相談状況（１月末現在）

内 容 件数（％）

いじめ・嫌がらせ 1,012（28.9）

自己都合退職 573（16.4）

解雇 372（10.6）

労働条件 308（8.8）

雇用管理改善 134（3.8）

内 容 件数（％）

賠償 77（2.2）

退職勧奨 83（2.4）

出向・配置転換 48（1.4）

その他 891（25.5）

合 計 3,498（100）

●助言・指導及びあっせん状況（１月末現在）

内 容 件数

助言・指導 54

あっせん 28



３ ウィズコロナ時代に対応した労働環境の整備、生産性向上の推進

４ 「新たな日常」の下で柔軟な働き方がしやすい環境整備 Ｐ32

31

○良質なテレワークの普及促進

令和3年度における実施状況

○「人材確保等助成金（テレワークコース）」

（以下「テレワーク助成金」という。）につ

いて、報道発表及び局ＨＰへリーフレット掲

載を行う等、テレワーク助成金の活用促進に

努めた。

○岩手県が所掌する「テレワーク導入推進事業

費補助金」と当局所掌のテレワーク助成金に

ついて、当局からの働きかけにより担当部署

間の協議の場を設け、制度の相互理解や広報

協力について申し合わせを行った。以降、綿

密な打ち合せを実施し、テレワーク助成金の

円滑な制度運営及び周知に努めた。

○経営者団体主催のセミナーに講師として出席

し、「テレワークの適切な導入及び実施の推

進のためのガイドラインのポイント」及びテ

レワーク助成金の説明を行い、制度の周知及

び活用促進を図った。

出典：いわて経協 ８月号

岩手県内の中小企業事業主の皆さまへ 

 人材確保等支援助成金（テレワークコース）のご案内 

良質なテレワークを新規導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等

の観点から効果をあげた中小企業事業主に対し助成金を支給します。 

 

支給対象となる取組 

 

① テレワーク用通信機器（※）の導入・運用 

(例) ・ネットワーク機器 

  ・サーバ機器 

  ・ＮＡＳ機器 

  ・セキュリティ機器 

  ・ｗｅｂ会議用機器 

  ・サテライトオフィス等の利用料 

※パソコン、タブレット、スマートフォン 

等端末の購入費用は対象となりません。 

② 就業規則・労働協約・労使協定の 

作成・変更 

③ 労務管理担当者に対する研修 

④ 労働者に対する研修 

⑤ 外部専門家(社会保険労務士など) 

による導入のためのコンサルティング 

（※助成金には上限額があります）                                                                                                    

 

支給要件 

 

● 新たに、テレワークに関する制度を規定した労働協約または就業規則を整備すること。 

● 労働局長からテレワーク実施計画の認定を受けた日以降、機器等導入助成の支給申請日までに、助成対象と

なる取組を１つ以上行うこと。機器の購入等の取組はテレワーク実施計画が労働局長から認定を受けた後でな

ければ実施できません。（既に実施済のものは対象となりません。機器等も購入済のものは対象外となります） 

● 評価期間(機器等導入助成)における、テレワークに取り組む者として事業主が指定した対象労働者のテレワー

ク実績が、次のいずれかを満たすこと。 

★評価期間(機器等導入助成)に１回以上対象労働者全員がテレワークを実施する 

★評価期間(機器等導入助成)に対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均を１回以上とする 

 

支給額        支給対象経費の３０％   

 

テレワークの導入・実施に関して、下記①～⑤の取組のいずれか１つ以上 

 

※以下のいずれか低い方が上限 

１００万円 又は ２０万円×対象労働者

数 

◎業務改善助成金 

設備投資により生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）」の引き上げを

図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。 

【業務改善助成金コールセンター、専用電話番号：０３－６３８８－６１５５】 

【受付平日 ８：３０～１７：１５】   業務改善助成金（厚労省 HP）   ⇒ 

※パソコン等が対象となるのはコロナの影響で売り上げが減少しかつ３０円以上のコースを選択した場合のみ 



３ ウィズコロナ時代に対応した労働環境の整備、生産性向上の推進

５ 労働保険制度の適正な運営 Ｐ33

32

１ 労働保険未手続事業一掃対策の推進

指導・勧奨件数 新規成立件数

令和4年1月末 1,012 240

令和3年1月末 1,390 233

対前年比 -378 ＋7

令和2年度末 1,885 350

２ 収納未済歳入金の縮減

徴収決定額 収納済歳入額 収納率

令和4年1月末 17,770,948,676 13,426,730,779 75.55%

令和3年1月末 17,586,638,897 13,202,353,469 75.07%

対前年比 101.04% 101.69% +0.48P

令和2年度末 17,739,887,625 17,551,385,004 98.94%

令和3年度における実施状況
〇局・署・所と連携した未手続事業場の的確な

把握を行うとともに、労働保険加入促進委託
業務に係る受託団体と連携した効果的な加入
勧奨に努め、指導に従わない事業場への職権
成立を実施した。

令和3年度における実施状況
〇年間を通じた計画的な納付督励を実施した。
〇自主納付の促進を図るとともに、納付資力が

あっても納付を怠る滞納事業場には積極的な
滞納処分を実施し滞納解消に努めた。



・盛岡所の職員がラジオ番組に出演。アナウンサーとの掛けあいで新卒応援HWやハロトレを紹介。

・テレビCM（テレビ岩手 8～10月）や新聞への広告掲載（7月16日、1月24日 岩手日報）。

・各マスコミへのイベントの取材依頼（ﾍﾞｽﾄﾌﾟﾗｯｸﾃｨｽ企業訪問、東北6局一斉局長パトロール等）。

・岩手県最低賃金の県内全市町村広報誌等への掲載依頼。

・関係省庁とタイアップした賃金引上げに関する助成金・補助金のリーフレットによる周知広報。

テレビ・ラジオ・新聞等の活用

・ハロトレの情報発信のため、TwitterとFacebookの公式アカウントを作成。

→ 岩手県のPRキャラクター「わんこきょうだい」と「ハロトレくん」のコラボで発信力強化。

・ハローワーク盛岡菜園庁舎のTwitterの公式アカウントを作成。

ＳＮＳの活用

・職員による手書きの漫画リーフレット（北上所）

・待合室モニターに動画やスライドの上映による訓練の案内（盛岡・花巻・水沢・北上・大船渡所）

・「見える」あんぜん事例集による職場における危険性や有害性の可視化（花巻署、大船渡署） 等

漫画リーフ（北上所）

ハロトレTwitter

テレビCM

記者懇談会（10.29）

各署所独自の取組

事例集の作成（花巻署）

４ 広報の取組みについて

○岩手労働局では、施策の発信力を強化するため、広報について様々な取組を行っています

33

・資料を前日配付に変更（R3年5月～）

→以前は当日配布。前日配布にすることで、より踏み込んだやりとりが可能となった。

・背後に厚労省ロゴ入りのパネルを設置。 →テレビでの見栄えUP

記者懇談会（月末公表）の改善

取材依頼（東北6局

局長パトロール）


